
回 答 書 

 

 

日本一の除雪体制つくり事業業務委託において、設計図書に対し質問があったものについて、下記のとおり回答いたします。 

 

 

令和６年５月１日 

 

大蔵村長 加藤 正美 

 

 

番号 質 問 事 項 回   答 

１ 

内訳書 1 号の積雪深センサー（利用料等一式）の見積基準は単年か複数年のどち

らで想定するのが適当でしょうか。 

仕様書中の「３ 委託期間」では「契約締結の日から令和７年３月３１日まで」と

単年での運用予定である記載があり、「４ 委託業務の範囲及び内容の（４）ソフ

トウェア・ハードウェアの調達」では「システム稼働後５年間のソフトウェア使

用権を本村に保証すること」となっております。 

見積基準は単年を想定しております。 

２ 

仕様書「４ 委託業務の範囲及び内容」の（４）ソフトウェア・ハードウェアの調

達に記載のある①積雪深センサー６地点に設置するセンサーの仕様について、こ

の仕様を満たしていない機器での入札は認められるのでしょうか。また、この仕

様を満たしているか否かを入札前又は入札時に確認を行うのでしょうか。 

センサーについては、仕様書に記載の要件を満たすことを条件としており、仕様

書の要件を満たさない機器での入札は想定していないため、確認についても行う

予定はございません。 

３ 

仕様書「５ ソフトウェア保守」について、「年間費用は、一基あたり２０万円以

下（税込）とし、システム利用料、ハードウェア保守料、運用保守料等を含む。」

と記載されておりますが、保守契約については令和７年度から契約が締結される

と理解してよろしいでしょうか。また、インフォカナル連携にかかわる保守費用、

維持費用はこの２０万円以下（税込）とは別契約になると理解してよろしいでし

ょうか。 

ソフトウエアの保守については、令和７年度から契約の予定です。また、インフ

ォカナル連携にかかわる費用については、２０万円以下（税込）には含まず、別

途契約となります。 



４ 

本業務において、ポールの建柱を伴う積雪深センサーの設置工事を行う必要がご

ざいますが、その際に警察署に対する道路占有許可は必要になるでしょうか。ま

た、そのような見積記入欄は散見されませんが、該当項目はございますでしょう

か。 

設置については、村道等を想定しているため該当はございません。 

５ 

入札当日について、封筒等は必要でしょうか。必要な場合、どのような規程があ

るのかご教授いただけませんでしょうか。 

 

特段の規定はございませんが、入札書については、封筒に入れて厳封し、その表

面に氏名又は名称及び当該入札に付された事項（業務委託名）の記載をお願い

します。 

 


